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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に適用される車両走行制御装置であって、
　前記車両の運転者が前記車両を運転する能力を失っている異常状態にあるか否かを監視
する異常監視手段と、
　前記異常監視手段によって前記運転者が前記異常状態にあるとの判定が確定された時点
である本異常判定時点以降において前記車両を減速させて自動停止させる減速手段と、
　を備え、
　前記減速手段は、
　前記車両が撮像装置を備える場合において当該撮像装置が撮影した道路画像データから
認識される前記車両の走行路の左側及び右側の区画線についての区画線情報、並びに、前
記車両がナビゲーション装置を備える場合において当該ナビゲーション装置から取得され
る前記車両の走行路についての道路情報の少なくとも一方の情報を用いて前記車両が法令
上車両を自動停止させることが不適当な場所に基づいて定まる減速禁止区間にいるか否か
判定し、
　前記本異常判定時点以降において前記車両が前記減速禁止区間にいると判定した場合、
前記車両の減速を禁止するように構成され、
　更に、前記減速手段は、前記本異常判定時点よりも前の時点であって、前記異常監視手
段によって前記運転者が前記異常状態にある可能性が高いとの判定がなされた時点である
仮異常判定時点から開始させる前記車両の減速を前記異常監視手段によって前記運転者が
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前記異常状態にある可能性が高いとの判定がなされている間において前記車両の車速が所
定車速より大きい場合に限って行うように構成され、
　前記仮異常判定時点以降において前記車両が前記減速禁止区間にいると判定した場合、
前記車両の減速を禁止するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記仮異常判定時点から前記車両の減速を開始させる場合、第１減速度で前記車両を減
速させ、
　前記本異常判定時点以降において前記車両を減速させる場合、前記第１減速度よりも絶
対値の大きな値に設定された第２減速度で前記車両を減速させるように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項３】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記区画線情報に前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の何れもが
含まれていない場合、又は、前記区画線情報に含まれる前記走行路の左側の区画線及び前
記走行路の右側の区画線の何れもが前記車両の前方において消失している場合、前記車両
が前記減速禁止区間にいると判定するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記区画線情報に含まれている前記区画線に途切れることなく連続している黄色線が含
まれる場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記区画線情報に含まれる前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の
何れもが途切れることなく連続している白線である場合、前記車両が前記減速禁止区間に
いると判定するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記区画線情報に、前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の何れか
一方のみが含まれている場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定するように構成
された、
　車両走行制御装置。
【請求項７】
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　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記区画線情報に含まれる前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の
何れもが一定間隔毎に途切れる白線及び途切れることなく連続している白線を含む複合線
である場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記車両が左側通行を行う旨の法令を有する国内の道路を走行している場合において、
　前記区画線情報に含まれる左側の区画線が一定間隔毎に途切れる白線であり、且つ、右
側の区画線が途切れることなく連続している白線である場合、前記車両が前記減速禁止区
間にいると判定するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記車両が右側通行を行う旨の法令を有する国内の道路を走行している場合において、
前記区画線情報に含まれる右側の区画線が一定間隔毎に途切れる白線であり、且つ、左側
の区画線が途切れることなく連続している白線である場合、前記車両が前記減速禁止区間
にいると判定するように構成された、
　車両走行制御装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項２の何れか一項に記載の車両走行制御装置において、
　前記減速手段は、
　前記道路情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成さ
れ、且つ、
　前記道路情報によって、前記車両の走行路が、交差点、踏切、車線変更禁止地点、合流
地点、Ｔ字路、政府機関の設置指針に基づいて設置された表示によって道路の状況又は交
通の特性に関する注意喚起が行われている運転に注意を要する場所及び追い越し車線の少
なくとも１つであることが示される場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定する
ように構成された、
　車両走行制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転者が車両を運転する能力を失っている異常状態に陥っている場合に、そ
の車両を減速させてその車両を停止（自動停止）させる車両走行制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、運転者が車両を運転する能力を失っている異常状態（例えば、居眠り運転状
態及び心身機能停止状態等）に陥っているか否かを判定し、そのような判定がなされた場
合、ブレーキ操作の有無に関わらず車両を自動停止させる制御を行う装置が提案されてい
る（例えば、特許文献１を参照。）。以下、このような自動停止させられる車両を「自動
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停止車両」とも称呼する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－５４５４７号公報
【発明の概要】
【０００４】
　しかしながら、従来装置によれば、車両を自動停止させる場所が具体的に決められてい
ない。このため、法令によって駐車及び停止が禁止されている場所、並びに、自動停止車
両が走行している車線が法令によって車線変更が禁止されている車線であるために自動停
止車両が実際に停止されると当該車両が他車両の円滑な交通の妨げとなってしまう場所等
に自動停止車両を停止させてしまう可能性がある。
【０００５】
　本発明は上述した課題に対処するためになされた。即ち、本発明の目的の一つは、運転
者が車両を運転する能力を失っている異常状態に陥っている場合に、車両を減速させて停
止させる車両走行制御装置において、法令上車両を自動停止させることが不適当な場所に
、車両を停止させる可能性を低くすることができる車両走行制御装置（以下、「本発明装
置」とも称呼する。）を提供することにある。
【０００８】
　本発明装置は、車両に適用される車両走行制御装置であって、
　前記車両の運転者が前記車両を運転する能力を失っている異常状態にあるか否かを監視
する異常監視手段（１０、ステップ２３０、ステップ３２０）と、
　前記異常監視手段によって前記運転者が前記異常状態にあるとの判定が確定された時点
である本異常判定時点以降において前記車両を減速させて自動停止させる減速手段（１０
、３０、３１、４０、４１、ステップ５５０）と、
　を備え、
　前記減速手段は、
　前記車両が撮像装置（１７ｂ）を備える場合において当該撮像装置が撮影した道路画像
データから認識される前記車両の走行路の左側及び右側の区画線についての区画線情報、
並びに、前記車両がナビゲーション装置（１００、１０１、１０２）を備える場合におい
て当該ナビゲーション装置から取得される前記車両の走行路についての道路情報の少なく
とも一方の情報を用いて前記車両が法令上車両を自動停止させることが不適当な場所に基
づいて定まる減速禁止区間にいるか否か判定し（ステップ５４０、ステップ６１０）、
　前記本異常判定時点以降において前記車両が前記減速禁止区間にいると判定した場合（
ステップ５４０での「Ｎｏ」との判定）、前記車両の減速を禁止する（ステップ５４５）
ように構成され、
　更に、前記減速手段は、前記本異常判定時点よりも前の時点であって、前記異常監視手
段によって前記運転者が前記異常状態にある可能性が高いとの判定がなされた時点である
仮異常判定時点から開始させる前記車両の減速を前記異常監視手段によって前記運転者が
前記異常状態にある可能性が高いとの判定がなされている間において前記車両の車速が所
定車速より大きい場合に限って行うように構成され（ステップ４４０）、
　前記仮異常判定時点以降において前記車両が前記減速禁止区間にいると判定した場合（
ステップ４３０での「Ｎｏ」との判定）、前記車両の減速を禁止する（ステップ４５０）
ように構成されている。
【０００９】
　これによれば、減速手段によって、異常判定手段により運転者が異常状態にあると判定
された時点である異常判定時点以降において車両の車速をゼロにまで低下させることによ
り同車両を停止させる。この場合において、減速手段によって、法令上車両を自動停止さ
せることが不適当な場所に基づいて定まる減速禁止区間に車両がいると判定される場合、
車両の減速が禁止される。その結果、車両を自動停止させることが不適当な場所に、車両
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が停止される可能性を低くすることができる。
　これによれば、仮異常判定時点以降において、法令上車両を自動停止させることが不適
当な場所に基づいて定まる減速禁止区間に車両がいると判定される場合、車両の減速が禁
止される。その結果、法令上車両を自動停止させることが不適当な場所に、車両が停止さ
れる可能性及び当該不適当な場所を車両が極めて低い速度で走行する可能性をより低くす
ることができる。
　本発明の一態様において、
　前記減速手段は、
　前記仮異常判定時点から前記車両の減速を開始させる場合、第１減速度で前記車両を減
速させ、
　前記本異常判定時点以降において前記車両を減速させる場合、前記第１減速度よりも絶
対値の大きな値に設定された第２減速度で前記車両を減速させるように構成される。
【００１０】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、前記区画線情報を用いて前記車両が前
記減速禁止区間にいるか否かを判定する（ステップ６１０）ように構成され、且つ、
　前記区画線情報に前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の何れもが
含まれていない場合、又は、前記区画線情報に含まれる前記走行路の左側の区画線及び前
記走行路の右側の区画線の何れもが前記車両の前方において消失している場合、前記車両
が前記減速禁止区間にいると判定する（ステップ６１０での「Ｙｅｓ」との判定）ように
構成されている。
【００１１】
　区画線情報に走行路の左側の区画線及び走行路の右側の区画線の何れもが含まれていな
い場合、又は、区画線情報に含まれる走行路の左側の区画線及び走行路の右側の区画線の
何れもが車両の前方において消失している場合、車両が法令上車両を自動停止させること
が不適当な場所である「交差点又は踏切」にいるか又はその直前にいると考えられる。従
って、上記態様によれば、区画線情報に含まれる区画線が上記のような状態である場合、
車両の減速が禁止される。その結果、車両が交差点又は踏切において停止される可能性を
低くすることができる。
【００１２】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、前記区画線情報を用いて前記車両が前
記減速禁止区間にいるか否か判定する（ステップ６１０）ように構成され、且つ、
　前記区画線情報に含まれている前記区画線に途切れることなく連続している黄色線が含
まれるとき、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定する（ステップ６１０での「Ｙｅ
ｓ」との判定）ように構成されている。
【００１３】
　区画線情報に含まれている区画線に途切れることなく連続している黄色線が含まれる場
合、車両が法令上車両を自動停止させることが不適当な場所である車線変更禁止場所にい
るか又はその直前にいると考えられる。従って、上記態様によれば、区画線情報に含まれ
る区画線がそのような状態である場合、車両の減速が禁止される。その結果、車両が車線
変更禁止場所に停止される可能性を低くすることができる。
【００１４】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、前記区画線情報を用いて前記車両が前
記減速禁止区間にいるか否か判定する（ステップ６１０）ように構成され、且つ、
　前記区画線情報に含まれている前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画
線の何れもが途切れることなく連続している白線である場合、前記車両が前記減速禁止区
間にいると判定する（ステップ６１０での「Ｙｅｓ」との判定）ように構成されている。
【００１５】
　区画線情報に含まれている走行路の左側の区画線及び走行路の右側の区画線の何れもが
途切れることなく連続している白線である場合、車両が、法令上車両を自動停止させるこ
とが不適当な場所である車線変更禁止場所にいるか又はその直前にいると考えられる。従
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って、上記態様によれば、区画線情報に含まれる区画線が上記のような状態である場合、
車両の減速が禁止される。その結果、車両が車線変更禁止場所に停止される可能性を低く
することができる。
【００１６】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、前記区画線情報を用いて前記車両が前
記減速禁止区間にいるか否か判定する（ステップ６１０）ように構成され、且つ、
　前記区画線情報に、前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の何れか
一方のみが含まれている場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定する（ステップ
６１０での「Ｙｅｓ」との判定）ように構成されている。
【００１７】
　区画線情報に、走行路の左側の区画線及び走行路の右側の区画線の何れか一方のみが含
まれている場合、車両が法令上車両を自動停止させることが不適当な場所である「Ｔ字路
又は合流地点」にいるか又はその直前にいると考えられる。従って、上記態様によれば、
区画線情報に含まれる区画線が上記のような状態である場合、車両の減速が禁止される。
その結果、車両が「Ｔ字路又は合流地点」に停止される可能性を低くすることができる。
【００１８】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記区画線情報に含まれる前記走行路の左側の区画線及び前記走行路の右側の区画線の
何れもが一定間隔毎に途切れる白線及び途切れることなく連続している白線を含む複合線
である場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定するように構成されている。
【００１９】
　区画線情報に含まれる走行路の左側の区画線及び走行路の右側の区画線の何れもが一定
間隔毎に途切れる白線及び途切れることなく連続している白線を含む複合線である場合、
車両が法令上車両を自動停止させることが不適当な場所である「運転に注意を要する場所
」にいるか又はその直前にいると考えられる。従って、上記態様によれば、区画線情報に
含まれる区画線がそのような状態である場合、車両の減速が禁止される。その結果、車両
が「運転に注意を要する場所」に停止される可能性を低くすることができる。
【００２０】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記車両が左側通行を行う旨の法令を有する国内の道路を走行している場合において、
　前記区画線情報に含まれる左側の区画線が一定間隔毎に途切れる白線であり、且つ、右
側の区画線が途切れることなく連続している白線である場合、前記車両が前記減速禁止区
間にいると判定するように構成されている。
【００２１】
　車両が左側通行を行う旨の法令を有する国内の道路を走行している場合において、区画
線情報に含まれる右側の区画線が途切れることなく連続している白線であり、且つ、左側
の区画線が一定間隔毎に途切れる白線である場合、車両が、法令上車両を自動停止させる
ことが不適当な場所である「追い越し車線」にいるか又はその追い越し車線に進入する直
前にいると考えられる。従って、上記態様によれば、区画線情報に含まれる区画線が上記
のような状態である場合、車両の減速が禁止される。その結果、車両が「追い越し車線」
に停止される可能性を低くすることができる。
【００２２】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、
　前記区画線情報を用いて前記車両が前記減速禁止区間にいるか否か判定するように構成
され、且つ、
　前記車両が右側通行を行う旨の法令を有する国内の道路を走行している場合において、
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前記区画線情報に含まれる右側の区画線が一定間隔毎に途切れる白線であり、且つ、左側
の区画線が途切れることなく連続している白線である場合、前記車両が前記減速禁止区間
にいると判定するように構成されている。
【００２３】
　車両が右側通行を行う旨の法令を有する国内の道路を走行している場合において、前記
区画線情報に含まれる右側の区画線が一定間隔毎に途切れる白線であり、且つ、左側の区
画線が途切れることなく連続している白線である場合、車両が、法令上車両を自動停止さ
せることが不適当な場所である「追い越し車線」にいるか又はその追い越し車線に進入す
る直前にいると考えられる。従って、上記態様によれば、区画線情報に含まれる区画線が
上記のような状態である場合、車両の減速が禁止される。その結果、車両が「追い越し車
線」に停止される可能性を低くすることができる。
【００２４】
　本発明装置の一態様において、前記減速手段は、前記道路情報を用いて前記車両が前記
減速禁止区間にいるか否か判定する（ステップ６１０）ように構成され、且つ、
　前記道路情報によって、前記車両の走行路が、交差点、踏切、車線変更禁止地点、合流
地点、Ｔ字路、政府機関の設置指針に基づいて設置された表示によって道路の状況又は交
通の特性に関する注意喚起が行われている運転に注意を要する場所及び追い越し車線の少
なくとも１つであることが示される場合、前記車両が前記減速禁止区間にいると判定する
（ステップ６１０での「Ｙｅｓ」との判定）ように構成されている。
【００２５】
　これによれば、道路情報によって、車両の走行路が、交差点、踏切、車線変更禁止地点
、合流地点、Ｔ字路、政府機関の設置指針に基づいて設置された表示によって道路の状況
又は交通の特性に関する注意喚起が行われている運転に注意を要する場所及び追い越し車
線の少なくとも１つであることが示される場合、減速手段によって、車両が法令上車両を
自動停止させることが不適当な場所に基づいて定まる減速禁止区間にいると判定される。
そして、当該減速禁止区間では車両の減速が禁止される。その結果、法令上車両を自動停
止させることが不適当な場所である交差点、踏切、車線変更禁止地点、合流地点、Ｔ字路
、政府機関の設置指針に基づいて設置された表示によって道路の状況又は交通の特性に関
する注意喚起が行われている運転に注意を要する場所及び追い越し車線の少なくとも１つ
に車両が停止される可能性を低くすることができる。
【００２６】
　上記説明においては、本発明の理解を助けるために、後述する実施形態に対応する発明
の構成に対し、その実施形態で用いた名称及び／又は符号を括弧書きで添えている。しか
しながら、本発明の各構成要素は、前記符号によって規定される実施形態に限定されるも
のではない。本発明の他の目的、他の特徴及び付随する利点は、以下の図面を参照しつつ
記述される本発明の実施形態についての説明から容易に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は本発明の実施形態に係る車両走行制御装置の概略構成図である。
【図２】図２は、図１に示した運転支援ＥＣＵのＣＰＵが実行する正常時ルーチンを表す
フローチャートである。
【図３】図３は、図１に示した運転支援ＥＣＵのＣＰＵが実行する本異常判定ルーチンを
表すフローチャートである。
【図４】図４は、図１に示した運転支援ＥＣＵのＣＰＵが実行する仮異常時減速ルーチン
を表すフローチャートである。
【図５】図５は、図１に示した運転支援ＥＣＵのＣＰＵが実行する本異常時減速ルーチン
を表すフローチャートである。
【図６】図６は、図１に示した運転支援ＥＣＵのＣＰＵが実行する減速許可判定ルーチン
を表すフローチャートである。
【図７】図７は、道路を走行している車両のカメラ装置が撮影した道路画像データから認
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識される区画線情報を示す図である。
【図８】図８（Ａ）及び図８（Ｂ）は、道路を走行している車両のカメラ装置が撮影した
道路画像データから認識される区画線情報を示す図である。
【図９】図９（Ａ）及び図９（Ｂ）は、道路を走行している車両のカメラ装置が撮影した
道路画像データから認識される区画線情報を示す図である。
【図１０】図１０は、道路を走行している車両のカメラ装置が撮影した道路画像データか
ら認識される区画線情報を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態に係る車両走行制御装置（運転支援装置）について図面を参照
しながら説明する。
【００２９】
＜実施形態＞
（構成）
　本発明の実施形態に係る車両走行制御装置は、図１に示したように、車両（以下におい
て、他の車両と区別するために、「自車両」と称呼される場合がある。）に適用され、運
転支援ＥＣＵ１０、エンジンＥＣＵ３０、ブレーキＥＣＵ４０、電動パーキングブレーキ
ＥＣＵ５０、ステアリングＥＣＵ６０、メータＥＣＵ７０、警報ＥＣＵ８０、ボディＥＣ
Ｕ９０、ナビゲーションＥＣＵ１００及び外部通信ＥＣＵ１１０を備えている。
【００３０】
　これらのＥＣＵは、マイクロコンピュータを主要部として備える電気制御装置（Electr
ic　Control　Unit）であり、図示しないＣＡＮ（Controller　Area　Network）を介して
相互に情報を送信可能及び受信可能に接続されている。本明細書において、マイクロコン
ピュータは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性メモリ及びインターフェースＩ／Ｆ等を
含む。ＣＰＵはＲＯＭに格納されたインストラクション（プログラム、ルーチン）を実行
することにより各種機能を実現するようになっている。これらのＥＣＵは、幾つか又は全
部が一つのＥＣＵに統合されてもよい。
【００３１】
　運転支援ＥＣＵ１０は、以下に列挙するセンサ（スイッチを含む。）と接続されていて
、それらのセンサの検出信号又は出力信号を受信するようになっている。尚、各センサは
、運転支援ＥＣＵ１０以外のＥＣＵに接続されていてもよい。その場合、運転支援ＥＣＵ
１０は、センサが接続されたＥＣＵからＣＡＮを介してそのセンサの検出信号又は出力信
号を受信する。
【００３２】
　アクセルペダル操作量センサ１１は、自車両のアクセルペダル１１ａの操作量（アクセ
ル開度）を検出し、アクセルペダル操作量ＡＰを表す信号を出力するようになっている。
　ブレーキペダル操作量センサ１２は、自車両のブレーキペダル１２ａの操作量を検出し
、ブレーキペダル操作量ＢＰを表す信号を出力するようになっている。
　ストップランプスイッチ１３は、ブレーキペダル１２ａが踏み込まれていないとき（操
作されていないとき）にローレベル信号を出力し、ブレーキペダル１２ａが踏み込まれた
とき（操作されているとき）にハイレベル信号を出力するようになっている。
【００３３】
　操舵角センサ１４は、自車両の操舵角を検出し、操舵角θを表す信号を出力するように
なっている。
　操舵トルクセンサ１５は、操舵ハンドルＳＷの操作により自車両のステアリングシャフ
トＵＳに加わる操舵トルクを検出し、操舵トルクＴｒａを表す信号を出力するようになっ
ている。
　車速センサ１６は、自車両の走行速度（車速）を検出し、車速ＳＰＤを表す信号を出力
するようになっている。
【００３４】
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　レーダセンサ１７ａは、自車両の前方の道路、及び、その道路に存在する立体物に関す
る情報を取得するようになっている。立体物は、例えば、歩行者、自転車及び自動車など
の移動物、並びに、電柱、樹木及びガードレールなどの固定物を表す。以下、これらの立
体物は「物標」と称呼される場合がある。
【００３５】
　レーダセンサ１７ａは、何れも図示しない「レーダ送受信部と信号処理部」とを備えて
いる。
　レーダ送受信部は、ミリ波帯の電波（以下、「ミリ波」と称呼する。）を自車両の前方
領域を含む自車両の周辺領域に放射し、放射範囲内に存在する物標によって反射されたミ
リ波（即ち、反射波）を受信する。
　信号処理部は、送信したミリ波と受信した反射波との位相差、反射波の減衰レベル及び
ミリ波を送信してから反射波を受信するまでの時間等に基づいて、検出した各物標に対す
る、車間距離（縦距離）、相対速度（相対縦速度）、横距離、及び、相対横速度等を所定
時間の経過毎に取得する。
【００３６】
　カメラ装置１７ｂは、何れも図示しない「ステレオカメラ及び画像処理部」を備えてい
る。カメラ装置１７ｂは、撮像装置とも称呼される。
　ステレオカメラは、車両前方（例えば、車両前端から数ｍ～５０ｍ程度の範囲）の左側
領域及び右側領域の風景を撮影して左右一対の画像データを取得する。
　画像処理部は、ステレオカメラが撮影した左右一対の画像データに基づいて、物標の有
無及び自車両と物標との相対関係等を演算して出力するようになっている。
　更に、画像処理部は、画像データに基づいて、区画線の本数、線種及び色を検出し、出
力するようになっている。
【００３７】
　尚、運転支援ＥＣＵ１０は、レーダセンサ１７ａによって得られた自車両と物標との相
対関係と、カメラ装置１７ｂによって得られた自車両と物標との相対関係と、を合成する
ことにより、自車両と物標との相対関係（物標情報）を決定するようになっている。
【００３８】
　更に、運転支援ＥＣＵ１０は、カメラ装置１７ｂが撮影した左右一対の画像データ（道
路画像データ）に基づいて、道路の左及び右の区画線（白線、黄色線及び破線等）等のレ
ーンマーカーを認識し、道路の形状（道路の曲がり方の程度を示す曲率半径）及び道路と
車両との位置関係等を取得するようになっている。
【００３９】
　更に、運転支援ＥＣＵ１０は、カメラ装置１７ｂが撮影した画像データに基づいて、画
像データから認識される区画線の本数、線種及び色等を取得するようになっている。運転
支援ＥＣＵ１０は、区画線の本数、線種及び色等を用いて、自車両が走行している走行車
線の種類等の情報を取得するようになっている。尚、本明細書において、区画線とは、道
路に沿って引かれた白線、黄色線及び破線等の線又はこれらの組合わせのことをいう。近
接して並ぶ２つ以上の区画線の組合わせを複合線という（図９の（Ｂ）の右側の区画線、
及び図１０を参照。）。
【００４０】
　更に、運転支援ＥＣＵ１０は、カメラ装置１７ｂが撮影した画像データに基づいて、路
側壁が存在するか否かについての情報も取得できるようになっている。
【００４１】
　操作スイッチ１８は、運転者により操作されるスイッチである。運転者は、操作スイッ
チ１８を操作することにより、車線維持制御（ＬＫＡ：レーン・キーピング・アシスト制
御）を実行するか否かを選択することができる。更に、運転者は、操作スイッチ１８を操
作することにより、追従車間距離制御（ＡＣＣ：アダプティブ・クルーズ・コントロール
）を実行するか否かを選択することができる。
【００４２】
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　ヨーレートセンサ１９は、自車両のヨーレートを検出し、実ヨーレートＹＲａを出力す
るようになっている。
【００４３】
　確認ボタン２０は、運転者により操作可能な位置に配設されていて、操作されていない
場合にはローレベル信号を出力し、押動操作されるとハイレベル信号を出力するようにな
っている。
【００４４】
　運転支援ＥＣＵ１０は、ＬＫＡ及びＡＣＣを実行できるようになっている。更に、運転
支援ＥＣＵ１０は、後述するように、運転者が車両を運転する能力を失っている異常状態
にあるか否かを監視（判定）するとともに、運転者が異常状態にあると判定した場合に適
切な処理を行うための各種制御を行うようになっている。
【００４５】
　エンジンＥＣＵ３０は、エンジンアクチュエータ３１に接続されている。エンジンアク
チュエータ３１は内燃機関３２の運転状態を変更するためのアクチュエータである。本例
において、内燃機関３２はガソリン燃料噴射・火花点火式・多気筒エンジンであり、吸入
空気量を調整するためのスロットル弁を備えている。エンジンアクチュエータ３１は、少
なくとも、スロットル弁の開度を変更するスロットル弁アクチュエータを含む。エンジン
ＥＣＵ３０は、エンジンアクチュエータ３１を駆動することによって、内燃機関３２が発
生するトルクを変更することができる。内燃機関３２が発生するトルクは図示しない変速
機を介して図示しない駆動輪に伝達されるようになっている。従って、エンジンＥＣＵ３
０は、エンジンアクチュエータ３１を制御することによって、自車両の駆動力を制御し加
速状態（加速度）を変更することができる。
【００４６】
　ブレーキＥＣＵ４０は、ブレーキアクチュエータ４１に接続されている。ブレーキアク
チュエータ４１は、ブレーキペダルの踏力によって作動油を加圧する図示しないマスタシ
リンダと、左右前後輪に設けられる摩擦ブレーキ機構４２との間の油圧回路に設けられる
。摩擦ブレーキ機構４２は、車輪に固定されるブレーキディスク４２ａと、車体に固定さ
れるブレーキキャリパ４２ｂとを備える。ブレーキアクチュエータ４１は、ブレーキＥＣ
Ｕ４０からの指示に応じてブレーキキャリパ４２ｂに内蔵されたホイールシリンダに供給
する油圧を調整し、その油圧によりホイールシリンダを作動させることによりブレーキパ
ッドをブレーキディスク４２ａに押し付けて摩擦制動力を発生させる。従って、ブレーキ
ＥＣＵ４０は、ブレーキアクチュエータ４１を制御することによって、自車両の制動力を
制御することができる。
【００４７】
　電動パーキングブレーキＥＣＵ（以下、「ＥＰＢ・ＥＣＵ」と称呼される場合がある。
）５０は、パーキングブレーキアクチュエータ（以下、「ＰＫＢアクチュエータ」と称呼
される場合がある。）５１に接続されている。ＰＫＢアクチュエータ５１は、ブレーキパ
ッドをブレーキディスク４２ａに押し付けるか、ドラムブレーキを備えている場合には車
輪とともに回転するドラムにシューを押し付けるためのアクチュエータである。従って、
ＥＰＢ・ＥＣＵ５０は、ＰＫＢアクチュエータ５１を用いてパーキングブレーキ力を車輪
に加え、車両を停止状態に維持することができる。
【００４８】
　ステアリングＥＣＵ６０は、周知の電動パワーステアリングシステムの制御装置であっ
て、モータドライバ６１に接続されている。モータドライバ６１は、転舵用モータ６２に
接続されている。転舵用モータ６２は、図示しない車両の「操舵ハンドル、操舵ハンドル
に連結されたステアリングシャフト及び操舵用ギア機構等を含むステアリング機構」に組
み込まれている。転舵用モータ６２は、モータドライバ６１から供給される電力によって
トルクを発生し、このトルクによって操舵アシストトルクを加えたり、左右の操舵輪を転
舵したりすることができる。
【００４９】
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　メータＥＣＵ７０は、図示しないデジタル表示式メータに接続されるとともに、ハザー
ドランプ７１及びストップランプ７２にも接続されている。メータＥＣＵ７０は、運転支
援ＥＣＵ１０からの指示に応じて、ハザードランプ７１を点滅させることができ、且つ、
ストップランプ７２を点灯させることができる。
【００５０】
　警報ＥＣＵ８０は、ブザー８１及び表示器８２に接続されている。警報ＥＣＵ８０は、
運転支援ＥＣＵ１０からの指示に応じてブザー８１を鳴動させて運転者への注意喚起を行
うことができ、且つ、表示器８２に注意喚起用のマーク（例えば、ウォーニングランプ）
を点灯させたり、警告メッセージを表示したり、運転支援制御の作動状況を表示したりす
ることができる。
【００５１】
　ボディＥＣＵ９０は、ドアロック装置９１及びホーン９２に接続されている。ボディＥ
ＣＵ９０は、運転支援ＥＣＵ１０からの指示に応じて、ドアロック装置９１の解除を行う
ことができる。また、ボディＥＣＵ９０は、運転支援ＥＣＵ１０からの指示に応じて、ホ
ーン９２を鳴動させることができる。
【００５２】
　ナビゲーションＥＣＵ１００は、自車両の現在位置を検出するためのＧＰＳ信号を受信
するＧＰＳ受信機１０１、地図情報等を記憶した地図データベース１０２及びヒューマン
マシンインターフェースであるタッチパネル式ディスプレイ１０３等と接続されている。
ナビゲーションＥＣＵ１００は、ＧＰＳ信号に基づいて現時点の自車両の位置（自車両が
複数の車線（レーン）を有する場合には、どの車線を走行しているかを特定する情報を含
む。）を特定する。ナビゲ―ションＥＣＵ１００は、自車両の位置及び地図データベース
１０２に記憶されている地図情報等に基づいて各種の演算処理を行い、ディスプレイ１０
３を用いて経路案内を行う。
【００５３】
　地図データベース１０２に記憶されている地図情報には、道路情報が含まれている。道
路情報には、交差点であることを示す情報、踏切であることを示す情報、車線変更禁止地
点であることを示す情報、合流地点であることを示す情報、Ｔ字路であることを示す情報
、及び、追い越し車線であることを示す情報、が含まれる。更に、道路情報には、道路の
曲がり方の程度を示す道路の曲率半径又は曲率等を含む。尚、曲率は曲率半径の逆数であ
る。
【００５４】
　外部通信ＥＣＵ１１０は、無線通信装置１１１に接続されている。外部通信ＥＣＵ１１
０及び無線通信装置１１１は、外部のネットワークシステムに接続するための無線通信端
末である。
【００５５】
＜作動の概要＞
　次に、運転支援ＥＣＵ１０の作動の概要について説明する。運転支援ＥＣＵ１０は、運
転者が車両を走行させているときに、「運転者が車両を運転する能力を失っている異常状
態（単に、「異常状態」と称呼する）」にあるか否かについて監視する（繰り返し判定す
る。）。運転支援ＥＣＵ１０は、運転者の現時点の状態を、「正常状態」、「仮異常状態
」及び「本異常状態」の３つ段階に分け、各段階に応じた処理を行う。
【００５６】
　より具体的に述べると、運転支援ＥＣＵ１０は、運転者が正常状態にあると判定してい
る状況において、運転操作がないと見做せる状況が仮異常確定時間ｔ１refだけ継続した
場合、運転者が異常状態に陥っている可能性が高くなったと判定する。即ち、運転支援Ｅ
ＣＵ１０は、運転者が仮異常状態になったと判定する。尚、運転操作がないと見做せる状
況は、運転者が異常状態である場合に発生する状況の一つであり、「運転無操作状態」と
も称呼する。運転無操作状態は、以下の条件１乃至条件３の何れもが成立している状態で
ある。



(12) JP 6586930 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

【００５７】
（条件１）操舵トルクセンサ１５により検出される操舵トルクＴｒａが「０」である。
（条件２）アクセルぺダル操作量センサ１１により検出されるアクセルペダル操作量ＡＰ
が変化していない。
（条件３）ブレーキペダル操作量センサ１２により検出されるブレーキペダル操作量ＢＰ
が変化していない。
【００５８】
　運転支援ＥＣＵ１０は、運転者の状態が「仮異常状態」であると判定した場合（即ち、
「仮異常判定」を行った場合）、運転者に対して運転操作を促すための警告を行うととも
に、車両を強制的に一定の減速度（第１減速度α１）で所定速度（本異常判定許可車速Ｓ
ＰＤ１）まで減速させる。
【００５９】
　更に、運転支援ＥＣＵ１０は、車線維持制御（ＬＫＡ：レーンキープアシスト制御）が
行われていない場合には、車線維持制御を開始する。車線維持制御は、自車両の位置が「
その自車両が走行しているレーン（走行車線）」内の目標走行ライン付近に維持されるよ
うに、操舵トルクをステアリング機構に付与して運転者の操舵操作を支援する制御である
。車線維持制御自体は周知である（例えば、特開２００８－１９５４０２号公報、特開２
００９－１９０４６４号公報、特開２０１０－６２７９号公報、及び、特許第４３４９２
１０号明細書、等を参照。）。
【００６０】
　より具体的に述べると、運転支援ＥＣＵ１０は、カメラ装置１７ｂから送信された画像
データに基づいて自車両が走行している車線の「左白線ＬＬ及び右白線ＬＲ」を認識（取
得）し、それらの一対の白線の中央位置を目標走行ラインＬｄとして決定する。更に、運
転支援ＥＣＵ１０は、目標走行ラインＬｄのカーブ半径（曲率半径）Ｒと、左白線ＬＬと
右白線ＬＲとで区画される走行車線における自車両の位置及び向きと、を演算する。
【００６１】
　そして、運転支援ＥＣＵ１０は、自車両の前端中央位置と目標走行ラインＬｄとのあい
だの道路幅方向の距離Ｄｃ（以下、「センター距離Ｄｃ」と称呼する。）と、目標走行ラ
インＬｄの方向と自車両の進行方向とのずれ角θｙ（以下、「ヨー角θｙ」と称呼する。
）と、を演算する。
【００６２】
　更に、運転支援ＥＣＵ１０は、センター距離Ｄｃとヨー角θｙと道路曲率ν（＝１／曲
率半径Ｒ）とに基づいて、下記の（１）式により、目標ヨーレートＹＲｃ*を所定の演算
周期にて演算する。（１）式において、Ｋ１、Ｋ２及びＫ３は制御ゲインである。目標ヨ
ーレートＹＲｃ*は、自車両が目標走行ラインＬｄに沿って走行できるように設定される
ヨーレートである。
 
　ＹＲｃ*＝Ｋ１×Ｄｃ＋Ｋ２×θｙ＋Ｋ３×ν　　　…（１）
 
【００６３】
　運転支援ＥＣＵ１０は、この目標ヨーレートＹＲｃ*と実ヨーレートＹＲａとに基づい
て、目標ヨーレートＹＲｃ*を得るための目標操舵トルクＴｒ*を所定の演算周期にて演算
する。より具体的に述べると、運転支援ＥＣＵ１０は、目標ヨーレートＹＲｃ*と実ヨー
レートＹＲａとの偏差と目標操舵トルクＴｒ*との関係を規定したルックアップテーブル
を予め記憶しており、このテーブルに目標ヨーレートＹＲｃ*と実ヨーレートＹＲａとの
偏差を適用することにより目標操舵トルクＴｒ*を演算する。そして、運転支援ＥＣＵ１
０は、実際の操舵トルクＴｒａが目標操舵トルクＴｒ*に一致するように、ステアリング
ＥＣＵ６０を用いて転舵用モータ６２を制御する。以上が、車線維持制御の概要である。
【００６４】
　運転者が警告、或いは、車両の減速に気が付いて運転操作を再開させた場合、運転支援
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ＥＣＵ１０は、運転者の運転操作を検出して、運転者の状態は「正常状態」であると判定
する。この場合、それまでに行われていた運転者への警告及び自車両の減速が終了される
。更に、車線維持制御の設定状態は、本来の設定状態に戻される。
【００６５】
　一方、運転者の状態が「仮異常状態」であると判定された時点（仮異常判定時点）以降
においては、警告及び車両の減速が行われるので、運転者が異常状態になければ、何等か
の運転操作を行うと考えられる。よって、仮異常判定時点から運転者が運転操作を行わな
い状態（運転無操作状態）が更に本異常確定時間ｔ２refに渡って継続した場合、運転者
が異常状態にあるという蓋然性が非常に高い。そこで、この場合、運転支援ＥＣＵ１０は
、運転者が本異常状態であると判定し（即ち、「本異常判定」を行い）、その時点（本異
常判定時点）から車両を強制的に一定の減速度（第２減速度α２）で車両が停止するまで
減速させる。
【００６６】
　ところで、交差点及び踏切等において、自車両が停止すると他の車両又は列車の円滑な
交通の妨げとなる。そこで、運転支援ＥＣＵ１０は、運転者の状態が「仮異常状態」又は
「本異常状態」であると判定された場合、自車両のいる場所が、「法令上減速を行って自
車両を停止してはいけない場所（以下、「法令上車両を自動停止させることが不適当な場
所」と称する。）に基づいて定まる減速禁止区間（以下、単に「減速禁止区間」と称呼す
る場合がある。）」であるか否かを判定する。尚、法令上車両を自動停止させることが不
適当な場所を「停止禁止場所」と称呼する場合もある。減速禁止区間は、停止禁止場所及
び停止禁止場所の直前の場所を含む。
【００６７】
　この場合、自車両のいる場所が、減速禁止区間であるか否かの判定は、運転支援ＥＣＵ
１０が、カメラ装置１７ｂが撮影した道路画像データに基づいて認識した、「自車両の走
行路の左側及び右側の区画線についての区画線情報」に基づいて行う。区画線情報は、区
画線の本数、線種及び色等を含む。尚、この判定は、ナビゲーションＥＣＵ１００からの
道路情報に基づいて行われてもよく、区画線情報及びナビゲーション装置から取得される
道路情報の組合わせに基づいて行われてもよい。
【００６８】
　本明細書において、「法令上車両を自動停止させることが不適当な場所（停止禁止場所
）」は、以下に例示する場所を含む。尚、法令とは、国及び州等の法令であり、日本国の
場合は、日本国の道路交通法である。但し、法令には、政府機関（日本国においては警察
庁等）の標示（道路標示）についての設置指針等も含まれる。
（１）法令によって駐車及び停止が禁止されている場所。
（２）自車両のいる車線が法令によって特定の走行方法（例えば、車線変更等）が禁止さ
れている車線であるために、当該車線において自車両が自動停止されたり減速により低速
にて走行したりしていると、法令を順守しようとする他車両の円滑な交通の妨げとなると
推定される場所。
（３）政府機関の設置指針に基づいて設置された標示等によって、道路の状況又は交通の
特性に関する注意喚起等が行われているような場所。
【００６９】
　より具体的に述べると、法令上車両を自動停止させることが不適当な場所としては、以
下の場所等が挙げられる。
・交差点及び踏切等
　道路交通法で駐車及び停車が禁止している場所であるため、車両を自動停止させること
が不適当である。
・車線変更禁止路
　車線変更禁止路であるため、法令（交通規則）を順守する後続車両が停止車両を回避す
るには急制動が必要である。このため、車両を自動停止させることが不適当である。
・政府機関（日本国においては警察庁）の設置指針に基づいて設置された表示等によって
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道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起が行われている運転に注意を要する場所（以
下、「運転に注意を要する場所」と称呼する。）
　当該運転に注意を要する場所としては、減速の必要な区間の手前及びその必要区間に設
置される導流レーンマーク等の減速マークが表示されている区間等が挙げられる。このよ
うな運転に注意を要する場所は、車両を自動停止させることが不適当である。尚、導流レ
ーンマークは、例えば、レーンマークとしての白線又は黄色線（これらの線は、途切れる
ことなく連続している場合もあり、一定間隔毎に途切れている場合もある。）に隣接して
設置され、且つ、車両の走行路の右側及び左側に設置された白破線（即ち、一定間隔毎に
途切れる白線）である（図１０を参照。）。なお、互いに隣接して設置される一対の線は
複合線とも称呼される。
・Ｔ字路
　交差点と同様、他車両の円滑な交通の妨げとなるため、車両を自動停止させることが不
適当である。
・高速道路等の追い越し車線
　高速道路等の追い越し車線における停車は、他車両が急制動せざるを得ない状況が生じ
得る。このため、車両を自動停止させることが不適当である。なお、日本国のように、車
両が左側を通行することが義務付けられている法令を有する国において、追い越し車線は
複数の車線のうちの最も右側の車線である。米国のように、車両が右側を通行することが
義務付けられている法令を有する国において、追い越し車線は複数の車線のうちの最も左
側の車線である。
【００７０】
　更に具体的に述べると、これらの場所の判定は、下記表１に示したような区画線の認識
結果に基づいて判定する。下記のような区画線の認識結果を得た場合、法令上車両を自動
停止させることが不適当な場所又はその直前に自車両がいる可能性が高く、従って、自車
両のいる場所が「法令上車両を自動停止させることが不適当な場所に基づいて定まる減速
禁止区間」であると判定される。尚、表１の追い越し車線についての判定は、車両左側通
行の法令を有する国（例えば、日本）において有効である。
【００７１】

【表１】

【００７２】
　上述の判定により、自車両のいる場所が減速禁止区間であると判定された場合には、運
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転者が仮異常状態であると判定した場合、及び、運転者が本異常状態であると判定した場
合に行う一定の減速度による減速を禁止する。これによって、自車両が法令上車両を自動
停止させることが不適当な場所に自動停止される可能性を低下することができる。
【００７３】
　一方、上述の判定により、自車両のいる場所が減速禁止区間ではないと判定された場合
には、運転者が仮異常状態であると判定した場合、及び、運転者が本異常状態であると判
定した場合に行う一定の減速度による減速を許可する。尚、自車両のいる場所が減速禁止
区間ではないと判定される場合の区画線の認識結果等については後述する。
【００７４】
＜具体的作動＞
　次に、運転支援ＥＣＵ１０のＣＰＵ（単に「ＣＰＵ」と称呼する場合がある。）の具体
的作動について説明する。ＣＰＵは、所定時間が経過する毎に図２乃至６にフローチャー
トにより示したルーチンのそれぞれを実行するようになっている。
【００７５】
　ＣＰＵは、運転者の状態を監視し、その監視結果に基づいて運転者の状態が「正常状態
」、「仮異常状態」及び「本異常状態」の何れであるかを決定する。そして、ＣＰＵは、
決定した状態に応じて、仮異常フラグＸｋ及び本異常フラグＸｈの値を変更（設定）する
。
【００７６】
　仮異常フラグＸｈは、その値が「１」の場合に、運転者の現時点の状態が「仮異常状態
」であることを表す。本異常フラグＸｈは、その値が「１」の場合に、運転者の現時点の
状態が「本異常状態」であることを表す。仮異常フラグＸｋ及び本異常フラグＸｈが共に
値「０」である場合には、運転者の現時点の状態が「正常状態」であることを表す。仮異
常フラグＸｋの値及び本異常フラグＸｈ値は、車両に搭載された図示しないイグニッショ
ン・キー・スイッチがオフ位置からオン位置へと変更されたときにＣＰＵにより実行され
るイニシャルルーチンにおいて「０」に設定される。
【００７７】
　イグニッション・キー・スイッチがオン位置にある場合、図２乃至図６のルーチンが所
定時間の経過毎に起動される。この場合、仮異常フラグＸｋ及び本異常フラグＸｈがイニ
シャライズ（Ｘｋ＝０、Ｘｈ＝０）されているため、実質的には、正常時ルーチンが機能
することになる。
【００７８】
　以下、図２を参照しながら正常時ルーチンから説明する。ＣＰＵは、所定のタイミング
になると、正常時ルーチンのステップ２００から処理を開始してステップ２１０に進み、
仮異常フラグＸｋの値及び本異常フラグＸｈの値が共に「０」であるか否かを判定する。
【００７９】
　現時点が、イグニッション・キー・スイッチがオン操作される直後であると仮定する。
この場合、仮異常フラグＸｋ及び本異常フラグＸｈはイニシャライズされており、仮異常
フラグＸｋの値及び本異常フラグＸｈの値が共に「０」である。よって、ＣＰＵはステッ
プ２１０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ２２０に進み、車速ＳＰＤが予め設定された
仮異常判定許可車速ＳＰＤ０以上であるか否かを判定する。尚、この仮異常判定許可車速
ＳＰＤ０は、本異常判定許可車速ＳＰＤ１以上の値に設定されている。
【００８０】
　車速ＳＰＤが仮異常判定許可車速ＳＰＤ０未満である場合、ＣＰＵはステップ２２０に
て「Ｎｏ」と判定してステップ２２５に進み、仮異常判定タイマｔ１の値を「０」に設定
する（クリアする）。その後、ＣＰＵはステップ２９５に進み、本ルーチンを一旦終了す
る。これに対して、車速ＳＰＤが仮異常判定許可車速ＳＰＤ０以上である場合、ＣＰＵは
ステップ２２０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ２３０に進み、運転者が運転操作をし
ていない状態（運転無操作状態）であるか否かを判定する。尚、運転無操作状態とは、上
述した条件１乃至条件３の何れもが成立していない状態である。
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【００８１】
　運転者が運転操作を行っている状態である場合（即ち、上述の条件１乃至条件３の何れ
かが成立した場合）、ＣＰＵはステップ２３０にて「Ｎｏ」と判定してステップ２４０に
進み、仮異常判定タイマｔ１の値を「０」に設定する。その後、ＣＰＵはステップ２９５
に進み、本ルーチンを一旦終了する。これに対して、運転者が運転操作を行っていない状
態である場合、ＣＰＵはステップ２３０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ２５０に進み
、仮異常判定タイマｔ１の値を「１」だけ増加させる。この仮異常判定タイマｔ１の値は
、車速ＳＰＤが仮異常判定許可車速ＳＰＤ０以上である場合において運転無操作状態が継
続している時間を表している。
【００８２】
　その後、ＣＰＵはステップ２６０に進み、仮異常判定タイマｔ１が予め設定された仮異
常確定時間ｔ１ref以上であるか否かを判定する。仮異常確定時間ｔ１refは、例えば、５
秒乃至３０秒のうちの適切な時間に設定されている。
【００８３】
　仮異常判定タイマｔ１が仮異常確定時間ｔ１ref未満である場合、ＣＰＵはステップ２
６０にて「Ｎｏ」と判定してステップ２９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。これに
対して、仮異常判定タイマｔ１が仮異常確定時間ｔ１ref以上である場合、ＣＰＵはステ
ップ２６０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ２７０に進み、仮異常フラグＸｋの値を「
１」に設定する。その後、ＣＰＵはステップ２９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【００８４】
　通常運転者の状態が正常状態にあれば、車速ＳＰＤが仮異常判定許可車速ＳＰＤ０以上
である場合において運転無操作状態が仮異常確定時間ｔ１refに渡って継続する可能性は
低い。従って、ＣＰＵは、上記処理により、車速ＳＰＤが仮異常判定許可車速ＳＰＤ０以
上である場合において運転無操作状態が仮異常確定時間ｔ１refに渡って継続すると、運
転者の状態が異常状態に陥っている可能性が高い（即ち、仮異常状態にある）と判定する
。
【００８５】
　この仮異常フラグＸｋの値が「１」に設定されたタイミングが、運転支援ＥＣＵ１０が
、運転者が車両を運転する能力を失っている異常状態であると最初に判定した（異常状態
であると仮に判定した）タイミングである。仮異常フラグＸｋが「１」に設定された場合
、ＣＰＵはステップ２１０にて「Ｎｏ」と判定し、ステップ２２５を経由してステップ２
９５に進む。従って、実質的には、図２の正常時ルーチンは実行されず、後述する本異常
判定ルーチンが機能することになる。
【００８６】
　尚、仮異常フラグＸｋが「１」に設定されている場合、或いは、本異常フラグＸｈが「
１」に設定されている場合には、運転支援ＥＣＵ１０は、車線維持制御（ＬＫＡ）を自動
的に実行する。即ち、操作スイッチ１８によって車線維持制御の実行が選択されていない
場合であっても、強制的に車線維持制御を実行する。従って、運転者が操舵操作をしてい
なくても、自車両を目標走行ライン（左右の白線の中央位置）に沿って走行させることが
できる。
【００８７】
　更に、仮異常フラグＸｋが「１」に設定されている場合、或いは、本異常フラグＸｈが
「１」に設定されている場合には、操作スイッチ１８によって追従車間距離制御（ＡＣＣ
）の実行が選択されている場合であっても、運転支援ＥＣＵ１０は、追従車間距離制御（
ＡＣＣ）を中止する。ただし、運転支援ＥＣＵ１０は、ＡＣＣの選択に関わらず、自車両
の前方を走行する先行車両と自車両との車間距離が許容距離未満になるおそれがある場合
には、上記の車間距離が許容距離未満にならないように自車両の減速度を制御する。
【００８８】
　次に、図３を参照しながら本異常判定ルーチンについて説明する。ＣＰＵは、所定のタ
イミングになると、図３のステップ３００から処理を開始してステップ３１０に進み、仮
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異常フラグＸｋの値が「１」であるか否かを判定する。
【００８９】
　仮異常フラグＸｋの値が「０」である場合、ＣＰＵはステップ３１０にて「Ｎｏ」と判
定して、ステップ３９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【００９０】
　これに対して、仮異常フラグＸｋの値が「１」である場合、ＣＰＵはステップ３１０に
て「Ｙｅｓ」と判定して、ステップ３２０に進み、運転者が運転操作をしていない状態で
あるか否かを判定する。
【００９１】
　運転者が運転操作を行っている状態である場合、ＣＰＵはステップ３２０にて「Ｎｏ」
と判定して、ステップ３７０に進み、仮異常フラグＸｋの値を「０」に設定する。その後
、ＣＰＵはステップ３８０に進み、仮異常判定タイマｔ１の値及び本異常判定タイマｔ２
の値をいずれも「０」に設定する。その後、ＣＰＵはステップ３９５に進み、本ルーチン
を一旦終了する。
【００９２】
　これに対して運転者が運転操作を行っていない状態である場合、ＣＰＵはステップ３２
０にて「Ｙｅｓ」と判定して、ステップ３３０に進み、本異常判定タイマｔ２の値を「１
」だけ増加させる。その後、ＣＰＵはステップ３４０に進んで、運転者への警告を実施し
、ステップ３５０に進んで、本異常判定タイマｔ２が予め設定された本異常確定時間ｔ２
ref以上であるか否かを判定する。尚、本異常確定時間ｔ２refは、例えば、２０秒乃至３
０秒のうちの適切な時間に設定されている。
【００９３】
　本異常判定タイマｔ２が本異常確定時間ｔ２ref未満である場合、ＣＰＵはステップ３
５０にて「Ｎｏ」と判定してステップ３９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。これに
対して、本異常判定タイマｔ２が本異常確定時間ｔ２ref以上である場合、ＣＰＵはステ
ップ３５０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ３６０に進み、仮異常フラグＸｋの値を「
０」に設定し、本異常フラグＸｈの値を「１」に設定する。その後、ＣＰＵはステップ３
９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【００９４】
　通常運転者の状態が正常状態にあれば、上述の警告によって運転無操作状態が本異常確
定時間ｔ２refに渡って継続する可能性は低い。従って、ＣＰＵは、上記処理により、運
転無操作状態が本異常確定時間ｔ２refに渡って継続すると、運転者の状態が異常状態に
陥っている（即ち、本異常状態にある）と判定する。
【００９５】
　次に、図４を参照しながら仮異常時減速ルーチンについて説明する。ＣＰＵは、所定の
タイミングになると、図４のステップ４００から処理を開始してステップ４１０に進み、
仮異常フラグＸｋの値が「１」であるか否かを判定する。
【００９６】
　仮異常フラグＸｋの値が「１」ではない場合、ＣＰＵはステップ４１０にて「Ｎｏ」と
判定してステップ４９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。これに対して、仮異常フラ
グＸｋの値が「１」である場合、ＣＰＵはステップ４１０にて「Ｙｅｓ」と判定してステ
ップ４２０に進み、車速ＳＰＤが予め設定された本異常判定許可車速ＳＰＤ１以下になっ
たか否かについて判定する。尚、本異常判定許可車速ＳＰＤ１は、仮異常時における車速
下限値であって、ゼロよりも高い値に設定されている。
【００９７】
　車速ＳＰＤが本異常判定許可車速ＳＰＤ１より大きい場合、ＣＰＵはステップ４２０に
て「Ｎｏ」と判定してステップ４３０に進み、減速禁止フラグＸproの値が「０」である
か否かを判定する。この減速禁止フラグＸproの値は、上述したイニシャルルーチンにお
いて「０」に設定され、自車両が減速を行ってよい場所にいる（即ち、減速禁止区間にい
ない）と判定されたときに「０」に設定される。更に、減速禁止フラグの値は、自車両が



(18) JP 6586930 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

減速を行ってはいけない場所にいる（即ち、減速禁止区間にいる）と判定されたときに「
１」に設定される。この減速禁止フラグの設定方法（即ち、減速を行ってよい場所にいる
か否かの判定方法）については後に図６乃至図９を参照して説明する。
【００９８】
　減速禁止フラグＸproの値が「０」である場合、ＣＰＵはステップ４３０にて「Ｙｅｓ
」と判定してステップ４４０に進み、第１減速度α１にて減速する。その後、ＣＰＵはス
テップ４９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【００９９】
　減速禁止フラグＸproの値が「０」でない場合（即ち、減速禁止フラグＸproの値が「１
」である場合）、ＣＰＵはステップ４３０にて「Ｎｏ」と判定してステップ４５０に進み
、自車両の車速を現時点の車速に維持させた後、ステップ４９５に進み、本ルーチンを一
旦終了する。
【０１００】
　これに対して、車速ＳＰＤが本異常判定許可車速ＳＰＤ１以下である場合、ＣＰＵはス
テップ４２０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ４５０に進み、自車両の車速を現時点の
車速に維持させた後、ステップ４９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。この場合、運
転支援ＥＣＵ１０は、車速センサ１６からの信号に基づいて取得される現時点の車速ＳＰ
Ｄで自車両を定速走行させるための指令信号をエンジンＥＣＵ３０及びブレーキＥＣＵに
出力する。これにより、自車両の走行状態は、それまでの減速走行から定速走行に切り替
わる。尚、定速走行が継続される場合には、運転支援ＥＣＵ１０は、減速走行から定速走
行に切り替わったときの車速を記憶し、その車速を維持させるとよい。その後、ＣＰＵは
ステップ４９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【０１０１】
　ＣＰＵはこうした処理を繰り返し、自車両が減速禁止区間にいると判定された場合には
、運転者が仮異常状態でありと判定され、且つ、車速ＳＰＤが本異常判定許可車速ＳＰＤ
１より大きいと判定された場合に行う一定の減速度による減速を禁止する。これによって
、自車両が法令上車両を自動停止させることが不適当な場所を低速で走行する可能性及び
同場所にて自動停止される可能性を低下することができる。
【０１０２】
　次に、図５を参照しながら本異常時減速ルーチンについて説明する。ＣＰＵは、所定の
タイミングになると、図５のステップ５００から処理を開始してステップ５１０に進み、
本異常フラグＸｈの値が「１」であるか否かを判定する。
【０１０３】
　本異常フラグＸｈの値が「１」ではない場合、ＣＰＵはステップ５１０にて「Ｎｏ」と
判定してステップ５９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。これに対して、本異常フラ
グＸｈの値が「１」である場合、ＣＰＵはステップ５１０にて「Ｙｅｓ」と判定してステ
ップ５２０に進み、自車両が停止したか否かについて、車速ＳＰＤに基づいて判定する。
具体的に述べると、ＣＰＵはステップ５２０にて車速ＳＰＤが０であるか否かを判定する
。
【０１０４】
　この判断が最初に行われたときには、自車両は停止していない。この場合、車速ＳＰＤ
が０ではないため、ＣＰＵはステップ５２０にて「Ｎｏ」と判定してステップ５３０に進
み、ハザードランプ７１の点滅指令を出力する。
【０１０５】
　次に、ＣＰＵはステップ５４０に進み、減速が禁止されていないか（減速が許可されて
いるか）否かを判定する。具体的には、ＣＰＵはステップ５４０にて減速禁止フラグＸｐ
ｒｏの値が「０」であるか否かを判定する。
【０１０６】
　減速禁止フラグＸproの値が「０」である場合、ＣＰＵはステップ５４０にて「Ｙｅｓ
」と判定してステップ５５０に進み、自車両を予め設定された一定の第２減速度α２にて
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減速させる。この第２減速度α２は、第１減速度α１よりも絶対値の大きな値に設定され
ている。
【０１０７】
　次に、ＣＰＵはステップ５６０に進み、メータＥＣＵ７０にストップランプ７２の点灯
指令を出力する。こうしてストップランプ７２が点灯し、ハザードランプ７１が点滅する
ことによって、後続車の運転者に対して注意喚起することができる。その後、ＣＰＵはス
テップ５９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【０１０８】
　これに対し、ＣＰＵがステップ５４０の処理を実行する時点において、減速禁止フラグ
Ｘproの値が「１」である場合（即ち、自車両の減速が禁止されている場合）、ＣＰＵは
ステップ５４０にて「Ｎｏ」と判定してステップ５４５に進み、自車両の車速を現時点の
車速に維持させ、次いで、ステップ５９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。従って、
この場合、車両の減速は行われないので、車両が停止することはない。
【０１０９】
　ところで、上述のステップ５２０で、車速ＳＰＤが０である場合、ＣＰＵはステップ５
２０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ５７０に進み、電動パーキングブレーキＥＣＵ５
０を用いてパーキングブレーキ力を車輪に加える。即ち、運転支援ＥＣＵ１０は、自車両
を停車状態に維持する。更に、ＣＰＵは、メータＥＣＵ７０を用いてハザードランプ７１
を点滅させ、且つ、図示しないドアロックＥＣＵを用いて車両のドアのロックを解除する
。その後、ＣＰＵはステップ５９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【０１１０】
　次に、図６を参照しながら減速許可判定ルーチンについて説明する。ＣＰＵは、所定の
タイミングになると、図６のステップ６００から処理を開始してステップ６１０に進み、
自車両が減速禁止区間にいるか否か（即ち、停止禁止場所に基づいて定まる減速禁止区間
にいるか否か）を判定する。この際、ＣＰＵはカメラ装置１７ｂが撮影した道路画像デー
タから認識される区画線情報に基づいて判定を行う。
【０１１１】
　具体的に述べると、ＣＰＵは、道路画像データに基づき、自車両の走行路の左側及び右
側にある区画線の本数、線種及び色等を認識し、これらに基づいて、道路画像データの撮
影時に自車両が減速禁止区間にいるか否かを判定する。
【０１１２】
　より具体的に述べると、ＣＰＵは、道路画像データから認識される自車両の走行路の左
側及び右側の区画線についての区画線情報に基づいて、道路画像データの撮影時に自車両
が、法令上車両を自動停止させることが不適当な場所又はその直前にいる可能性が高いか
否かを判定する。以下では、この判定方法について詳細に述べる。
【０１１３】
　図７に示したように、Ｐ１地点を撮影した道路画像データＧ１から認識される区画線情
報には、自車両の走行路の左側の区画線及び走行路の右側の区画線の何れもが含まれてい
ない。このとき、法令上車両を自動停止させることが不適当である場所（交差点区間）又
はその直前に、自車両がいる可能性が高い。この場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間に
いると判定する。
【０１１４】
　図７に示したように、Ｐ２地点を撮影した道路画像データＧ２から認識される区画線情
報には、自車両の前方において消失している、走行路の左側の区画線及び走行路の右側の
区画線が含まれている。このとき、法令上車両を自動停止させることが不適当である場所
（交差点区間）又はその直前に、自車両がいる可能性が高い。この場合、ＣＰＵは自車両
が減速禁止区間にいると判定する。
【０１１５】
　図７に示したように、Ｐ３地点を撮影した道路画像データＧ３から認識される区画線情
報には、自車両の走行路の右側の区画線のみが含まれている。このとき、法令上車両を自
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動停止させることが不適当である場所（Ｔ字区間又は合流地点）又はその直前に、自車両
がいる可能性が高い。この場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいると判定する。
【０１１６】
　図７に示したように、Ｐ４地点を撮影した道路画像データＧ４から認識される区画線情
報には、自車両の走行路の左側の区画線（途切れることなく連続している白線）及び右側
の区画線（白破線（一定間隔毎に途切れている白線））が含まれている。このとき、法令
上車両を自動停止させることが適当である場所又はその直前に、自車両がいる可能性が高
い。この場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいないと判定する。
【０１１７】
　図８（Ａ）に示したように、Ｐ５地点を撮影した道路画像データＧ５から認識される区
画線情報には、自車両の走行路の左側の区画線（白破線）及び右側の区画線（白破線）が
含まれている。このとき、法令上車両を自動停止させることが適当である場所又はその直
前に、自車両がいる可能性が高い。この場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいないと
判定する。
【０１１８】
　図８（Ａ）に示したように、Ｐ６地点を撮影した道路画像データＧ６から認識される区
画線情報には、自車両の走行路の左側の区画線（白破線）及び右側の区画線（途切れるこ
となく連続している白線）が含まれている。このとき、法令上車両を自動停止させること
が不適当である場所（追い越し車線）又はその直前に、自車両がいる可能性が高い。この
場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいると判定する。
【０１１９】
　図８（Ｂ）に示したように、Ｐ７地点を撮影した道路画像データＧ７から認識される区
画線情報には、自車両の走行路の左側の区画線（途切れることなく連続している白線）及
び右側の区画線（途切れることなく連続している白線）が含まれている。このとき、法令
上車両を自動停止させることが不適当な場所（車線変更禁止路）又はその直前に、自車両
がいる可能性が高い。この場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいると判定する。
【０１２０】
　図９（Ａ）に示したように、Ｐ８地点を撮影した道路画像データＧ８から認識される区
画線情報には、自車両の走行路の左側の区画線（途切れることなく連続している白線）及
び右側の区画線（黄色線）が含まれている。このとき、法令上車両を自動停止させること
が不適当な場所（車線変更禁止路）又はその直前に、自車両がいる可能性が高い。この場
合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいると判定する。
【０１２１】
　図９（Ｂ）に示したように、Ｐ９地点を撮影した道路画像データＧ９から認識される区
画線情報には、自車両の走行路の左側の区画線（途切れることなく連続している白線）及
び右側の区画線（一定間隔毎に途切れている白破線及び途切れることなく連続している黄
色線（複合線））が含まれている。このとき、法令上車両を自動停止させることが不適当
な場所（車線変更禁止路）又はその直前に、自車両がいる可能性が高い。この場合、ＣＰ
Ｕは自車両が減速禁止区間にいると判定する。
【０１２２】
　図１０に示したように、Ｐ１０地点を撮影した道路画像データＧ１０から認識される区
画線情報には、自車両の走行路の左側の区画線（途切れることなく連続している白線及び
一定間隔毎に途切れる白線（複合線））、及び、右側の区画線（一定間隔毎に途切れる白
線及びとぎれることなく連続している白線（複合線））が含まれている。このとき、法令
上車両を自動停止させることが不適当な場所（運転に注意を要する場所）又はその直前に
、自車両がいる可能性が高い。この場合、ＣＰＵは自車両が減速禁止区間にいると判定す
る。
【０１２３】
　自車両が減速禁止区間にいると判定された場合、ＣＰＵはステップ６１０にて「Ｙｅｓ
」と判定して、ステップ６２０に進み、減速禁止フラグＸproの値を「１」に設定する。
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その後、ＣＰＵはステップ６９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。尚、ＣＰＵは、自
車両が「減速禁止区間にいない」と判定される場合を除いて、減速禁止フラグＸproの値
を「１」に設定してもよい。
【０１２４】
　これに対して、自車両が減速禁止区間にいると判定されない場合（減速禁止区間にいな
いと判定される場合を含む。）、ＣＰＵはステップ６１０にて「Ｎｏ」と判定して、ステ
ップ６３０に進み、減速禁止フラグＸproの値を「０」に設定する。その後、ＣＰＵはス
テップ６９５に進み、本ルーチンを一旦終了する。
【０１２５】
　本発明の実施形態に係る車両走行制御装置によれば、以下に説明する効果を得ることが
できる。即ち、従来装置によれば、車両を自動停止させる場所が具体的に決められていな
い。このため、法令によって駐車及び停止が禁止されている場所、並びに、自動停止車両
が走行している車線が法令によって車線変更が禁止されている車線であるために自動停止
車両が実際に停止又は低速にて走行されると当該車両が他車両の円滑な交通の妨げとなっ
てしまう場所等に自動停止車両が停止されたり、又は、これらの場所を自動停止車両が低
速にて走行したりする可能性がある。
【０１２６】
　これに対して、本発明の実施形態に係る車両走行制御装置によれば、上述の車両を自動
停止させることが不適当な場所及びその場所の直前では、車両の減速が禁止され、上述の
車両を自動停止させることが不適当な場所にて車両が停止されたり、同場所を車両が低速
走行したりする可能性を低くすることができる。
【０１２７】
＜変形例＞
　以上、本発明の実施形態について具体的に説明したが、本発明は、上述の実施形態に限
定されず、本発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【０１２８】
　例えば、本実施形態においては、ナビゲーション装置から取得される自車両の走行路に
ついての道路情報を用いて自車両が法令上車両を自動停止させることが不適当な場所にい
るか否か判定してもよい。道路情報は、交差点、踏切、車線変更禁止地点、合流地点、Ｔ
字路及び追い越し車線等という停止禁止場所を直接的に示す情報であってもいい。この場
合、運転支援ＥＣＵ１０のＣＰＵは、道路情報から自車両が法令上車両を自動停止させる
ことが不適当な場所（停止禁止場所）に基づいて定まる減速禁止区間（即ち、停止禁止場
所及び停止禁止場所の直前の場所）にいると判定されたとき、減速禁止フラグＸproの値
を「１」に設定する。更に、道路情報は、カメラ装置で取得できる区画線情報と同等の情
報（区画線の種類等）であってもよい。この場合、運転支援ＥＣＵ１０のＣＰＵは、区画
線情報と同等の情報を用いて、自車両が減速禁止区間にいるか否か判定する。そして、自
車両が減速禁止区間にいると判定された場合、減速禁止フラグＸproの値を「１」に設定
する。
【０１２９】
　例えば、本実施形態においては、カメラ装置１７としてステレオカメラを用いているが
、単眼カメラ等を用いてもよい。
【０１３０】
　例えば、本実施形態において、法令上車両を自動停止させることが不適当な場所は、上
述の具体的に述べた場所に限定されない。
【０１３１】
　例えば、本実施形態においては、運転無操作状態の継続時間に基づいて運転者の異常判
定を行っているが、それに代えて、特開２０１３－１５２７００号公報等に開示されてい
る所謂「ドライバモニタ技術」を利用して、運転者の異常判定を行ってもよい。より具体
的に述べると、車室内の部材（例えば、ステアリングホイール及びピラー等）に運転者を
撮影するカメラを設け、運転支援ＥＣＵ１０は、カメラの撮影画像を用いて運転者の視線
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きが車両の通常の運転中には長時間向くことがない方向に仮異常確定時間ｔ１ref以上継
続して向いている場合、運転者が仮異常状態であると判定する。更に、運転支援ＥＣＵ１
０は、仮異常判定がなされてから、本異常確定時間Ｔ２ref以上継続して向いている場合
、運転者が本異常状態であると判定する。
【０１３２】
　例えば、確認ボタン２０を用いて運転者の異常判定を行ってもよい。より具体的に述べ
ると、運転支援ＥＣＵ１０は、第１時間の経過毎に確認ボタン２０の操作を表示及び／又
は音声によって催促し、確認ボタン２０の操作がない状態が第１時間よりも長い仮異常確
定時間ｔ１ref以上に渡って継続したとき、運転者が仮異常状態であると判定する。更に
、運転支援ＥＣＵ１０は、仮異常判定がなされてから、第１時間の経過毎に確認ボタン２
０の操作を表示及び／又は音声によって催促し、第１時間よりも長い本異常確定時間Ｔ２
ref以上に渡って確認ボタン２０の操作がない状態が継続している場合、運転者が本異常
状態であると判定する。
【０１３３】
　こうした撮影画像又は確認ボタン２０を用いた異常判定は、運転者が運転操作をしてい
ない状態であるか否かの判定（ステップ２３０及びステップ３２０の少なくとも１つ）に
利用することができる。
【０１３４】
　更に、図２に示した正常時ルーチンにおいて、ＬＫＡが行われている場合に仮異常判定
の実行を許可してもよく、ＬＫＡ及びＡＣＣが行われている場合に仮異常判定の実行を許
可してもよい。即ち、ステップ２００とステップ２１０との間に「ＬＫＡが実行中か否か
」、又は、「ＬＫＡ及びＡＣＣが実行中か否か」を判定するステップを追加し、ＣＰＵが
それらのステップにて「Ｙｅｓ」と判定したときにステップ２１０へと進む。一方、ＣＰ
Ｕがそれらのステップにて「Ｎｏ」と判定したときに、ステップ２２５に進むように正常
時ルーチンを変更してもよい。
【符号の説明】
【０１３５】
　１０…運転支援ＥＣＵ、１１…アクセルペダル操作量センサ、１２…ブレーキペダル操
作量センサ、１４…操舵角センサ、１５…操舵トルクセンサ、１６…車速センサ、２０…
確認ボタン、３０…エンジンＥＣＵ、３１…エンジンアクチュエータ、３２…内燃機関、
４０…ブレーキＥＣＵ、４１…ブレーキアクチュエータ、４２…摩擦ブレーキ機構、９０
…確認ボタン、１００…ナビゲーションＥＣＵ、１０１…ＧＰＳ受信機、１１０…外部通
信ＥＣＵ、１１１…無線通信装置
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